
▶対象世帯／県内在住の令和6年度住民税非課税世帯
▶助成内容／灯油36リットル分
▶申請期間／～2月28日（金）
▶申請時間／午前8時30分～午後5時15分（土日祝日を除く）
▶申請場所／お住まいの市町村社会福祉協議会
▶引き換え期間／～3月21日（金）
▶引き換え場所／指定のガソリンスタンド
●問い合わせ先／福祉保健総務課

　一定台数以上の自動車を使用する
事業所は、安全運転管理者を選任す
ることが義務付けられています。
▶対象／
　・自家用自動車を5台以上使用する
　  事業所
　・乗車定員11人以上の自家用自動
　  車を1台以上使用する事業所
　・自動車運転代行業者
▶届出先／
　事業所所在地管轄の警察署

●問い合わせ先／県民生活安全課
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